
改正前（現在）

⑴【政令】 トイレ 建築物に１以上の「車椅子使用者用便房」の設置を義務付け

⑵【市条例】 駐車場 駐車場の台数に応じ、一定数以上の「車椅子使用者用駐車
施設」の設置を義務付け

⑶【市条例】 劇場等の客席 劇場等の座席数に応じ、一定数以上の「車椅子使用者用
スペース」の設置を義務付け

皆様の御意見を募集します

募集期間 令和６年１０月３０日（水）～１１月２９日（金）

「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する
条例」の改正案に関する市民意見の募集について

改正の概要

① 政令改正に伴う規定整備

京都市では、平成１６年に「京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例」（以下

「条例」という。）を制定し、市民及び本市を訪れる方の福祉を推進しています。

今般、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（以下「バリアフリー

法」という。）の施行令（以下「政令」という。）が改正され、令和７年６月１日に施行されるこ

とに伴い、条例の改正案を取りまとめましたので、市民の皆様の御意見を募集します。

パブコメくん

改正後（令和７年６月１日以降）

⑴【政令】 トイレ 原則、建築物の階ごとに１以上の「車椅子使用者用便房」の
設置を義務付け
※ 床面積1,000㎡未満の階がある場合は、それらの階の床面積の
合計が1,000㎡に達するごとに１以上

⑵【政令】 駐車場 駐車場の台数に応じ、一定数以上の「車椅子使用者用駐車
施設」の設置を義務付け（現行条例と同等）

⑶【政令】 劇場等の客席 劇場等の座席数に応じ、一定数以上の「車椅子使用者用
スペース」の設置を義務付け（現行条例と同等以上）

バリアフリー化に対する社会的要請の高まりを受け、一定規模以上の建築物を新築する

場合等におけるバリアフリー基準について、下表のとおり政令の見直しが行われることを

踏まえ、条例の規定整備を行います。
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〇 条例対象 バリアフリー法の整備基準が適用されない小規模な建築物の新築等

大規模の修繕・模様替を行う建築物

→ 引き続き、条例による協議・検査が必要

② 協議等の手続の合理化

〇 法対象（バリアフリー法の整備基準が適用される一定規模以上の建築物の新築等）

→ バリアフリー基準の適合性を含め、建築基準法の確認・検査に一本化

→ 条例による協議・検査が不要に！（皆様の負担が軽減されます。）

③ 違反行為に係る公表制度の創設

条例の手続対象となる小規模な建築物について、違反行為があった場合に公表すること

ができる制度を新たに設けます。

なお、前記①及び②の改正により、バリアフリー法の対象となる一定規模以上の建築物

における違反行為については、建築基準法又はバリアフリー法の罰則が適用されることと

なります。

以上により、条例の罰則規定は廃止します。

【 公表の対象となる者 】

・ 条例の命令に違反した者

・ 報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

・ 立入調査、立入検査を拒んだ者等

令和７年２月 条例改正案を市会に提案
６月 周知期間を経て施行

⑵駐車場及び⑶劇場等の客席については、改正政令により現行条例と同等以上の整備

基準が設けられることから、これまで京都市が条例で定めていた整備基準を廃止します。

今後の予定
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市民意見募集の概要

募集期間

提出方法・提出先

以下のいずれかの方法で御提出ください。
様式は自由ですが、FAX、郵送及び持参の場合には、裏面の意見用紙を御活用ください。

専用フォーム https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=9009

FAX ０７５－２１２－３６５７

電子メール kenchiku-sinsa@city.kyoto.lg.jp
※件名を「市民意見」としてください。

郵送 〒６０４－８５７１
京都市役所 都市計画局 建築審査課 バリアフリー推進担当宛て

持参 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地
京都市役所 分庁舎２階５番窓口 バリアフリー推進担当宛て

御意見の取扱い

お寄せいただいた御意見につきましては、意見募集の終了後に、御意見の概要を取り
まとめ、個人に関する情報を除き、ホームページで公表します。
御意見に関する個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承願います。

令和６年１０月３０日（水）～１１月２９日（金） 《必着》

お問合せ先

京都市都市計画局建築指導部建築審査課バリアフリー推進担当
TEL：０７５－２２２－３６１６ FAX：０７５－２１２－３６５７

発行：京都市都市計画局建築指導部建築審査課
令和６年１０月 京都市印刷物 第０６４６３３号

京都市は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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条例改正案に関する御意見

郵送等で御提出いただく場合は、この用紙をお使いください。
募集期間：令和６年１０月３０日（水）～１１月２９日（金） 《必着》

※いただいた御意見をまとめる際に参考にします。差支えのない範囲で御記入ください。

関わり １：事業者 ２：建築関係 ３：福祉関係
４：その他（ ）

年齢 １：２０歳未満 ２：２０代 ３：３０代 ４：４０代
５：５０代 ６：６０代 ７：７０歳以上

お住まい等 １：市内在住 ２：京都市内に通勤・通学（市外在住） ３：その他
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